
 

 

給付制奨学金、学費無償化の実現を求める意見書 

 

 今日、私立大学の初年度の納付金は平均で約１３１万円、国公立大学も８２

万円を超え、高校と大学に通えば、就学費に１千万円もかかるといわれていま

す。 

 私立大学入学時の経済的負担を「重い」と答えている家族は９割にのぼりま

す。 

 親の収入が減るもとで、奨学金に頼る学生は、全体の半数に増えており、返

還額は文科省によると学部卒で３００万円、大学院博士課程修了で１千万円に

のぼります。そして、経済的理由で進学をあきらめる若者が増え、経済的理由

で退学に追い込まれる学生も１万人近くにのぼります。 

 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３４カ国中１７カ国は大学授業料を無償

化し、給付制奨学金導入は３２カ国に広がっており、欧州では、「誰もがお金の

心配なく学べるように」と学費を徴収するどころか、生活費まで支えています。 

 文科相もＯＥＣＤ加盟国で、授業料無償化も給付制奨学金の導入もしていな

いのは日本だけであると認めています。 

 こうした中、政府は一昨年９月、高等教育の学費を段階的に無償化すること

を定めた国際人権Ａ規約１３条２項（ｃ）を受け入れました。しかも、下村博

文文科相は、教育予算を国内総生産（ＧＤＰ）比でＯＥＣＤ加盟国の平均並に

増やせば、大学までほぼ無償化できると答弁し、安倍晋三首相は、給付制奨学

金の創設を検討すると答弁しています。 

 よって、立川市議会は政府に対し、国際人権規約にもとづき、給付制奨学金、

学費無償化を早期に実現することを強く求めるものです。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 

平成２６年５月２７日   

 

立川市議会 
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